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（提供書面）

事　 業　 報　 告

（自　平成22年４月１日）至　平成23年３月31日

　

１．会社の現況

(1) 当事業年度の事業の状況

①　事業の経過および成果

　当事業年度における我が国の経済は、世界経済が不安定ながらもアジ

アの成長に支えられ回復基調で推移したことにより、緩やかに改善の動

きが見られ、企業収益の向上と設備投資意欲の持ち直しが見られました。

　しかしながら、雇用情勢は依然として厳しく、円高の進行による輸出

の伸び悩みや景気刺激策の段階的終了による個人消費の反動減などの影

響を受け、足踏み状態が続いておりました。

　更に、３月11日に発生した東日本大震災により、我が国の経済は、未

曾有の危機に直面しており、景気の先行きが非常に不透明な状況となっ

ております。　

　この状況のなか、国内の自動車市場におきましては、4輪車の国内販売

は、4,601千台（前年度比5.7％減）となりましたが、輸出が新興国向け

を中心に好調で、4,803千台（前年度比17.5％増）となったため、国内生

産は、8,993千台（前年度比1.5％増）と３年ぶりに前年を上回りました。

　2輪車は、国内販売が前年度比1.4％増、輸出も前年度比5.4％増となっ

たため、国内生産は、633千台（前年度比4.8％増）となりました。

　この様な環境のなかで、当社は、売上に見合った筋肉質な身体作りと、

プロフィットセンターである製造の改革を進め、企業競争力の向上を図

ってまいりました。

　この結果、当社の売上は、上半期のエコカー補助金効果と輸出の好調

が継続したことにより、前年同期比9億48百万円増収の58億3百万円（前

年同期比19.5％増）となりました。

　一方、利益面におきましては、増収および原価低減活動の効果により

営業利益は、前年同期比1億93百万円増益の2億73百万円（前年同期比

241.6％増）、経常利益は、前年同期比1億94百万円増益の2億86百万円

（前年同期比210.9％増）、当期純利益は、前年同期比95百万円増益の2

億25百万円（前年同期比73.7％増）となりました。
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　なお、部門別の売上高状況は、次のとおりであります。

　電装品用部品が前年同期比17.8％増、ブレーキ用部品が前年同期比

16.8％増、応用その他の部品が建機用部品の好調により前年同期比

102.5％増となっております。

　

②　設備投資の状況

　当事業年度の設備投資額は、1億77百万円で、主なものは生産設備（1

億31百万円）の投資であります。

　

③　資金調達の状況

　当事業年度中に、資金の調達はしておりません。

　なお、当事業年度末の借入金残高は、9億66百万円となっており、前事

業年度末に比べ4億5百万円減少しております。

　　

④　事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

　該当事項はありません。

　

⑤　他の会社の事業の譲受けの状況

　該当事項はありません。

　

⑥　吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承

継の状況

　該当事項はありません。

　

⑦　他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状

況

　該当事項はありません。
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(2) 直前３事業年度の財産および損益の状況
（単位：千円）

区 分
第57期

(平成20年３月期)
第58期

(平成21年３月期)
第59期

(平成22年３月期)

第60期
(当事業年度)

(平成23年３月期)

売 上 高 6,924,071 5,714,053 4,854,805 5,803,228

経常利益又は経常損失（△） 225,904 △335,765 92,186 286,569

当期純利益又は当期純損失（△） 120,832 △386,532 130,001 225,773

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 又 は
１株当たり当期純損失（△）

20.14円 △64.44円 21.67円 37.64円

総 資 産 6,372,979 5,604,268 5,210,336 5,490,904

純 資 産 2,637,908 2,252,262 2,392,732 2,631,244

１株当たり純資産額 439.78円 375.49円 398.91円 438.67円

（注）１．１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）は、期中平均発行済株式総数

により、また、１株当たり純資産額は期末発行済株式総数により算出しております。

なお、これらは、自己株式控除後の発行済株式総数により算出しております。

２．「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号）および「１株当

たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号）を適

用しております。

　

(3) 重要な親会社および子会社の状況

①　親会社との関係

会社名 所在地 資本金
親 会 社 が 有 す る
当社株式(出資比率)

主要な事業内容

株式会社ミツバ 群馬県桐生市 9,885,337千円
3,186千株
（53.1％）

自動車用電装品の製造
販売

当社は、上記記載の親会社との間に、当社製品の販売および材料の仕

入、同社使用人の出向受入れ等の関係があります。

②　重要な子会社の状況

　該当事項はありません。
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(4) 対処すべき課題

　今後の経済見通しにつきましては、世界経済は、新興国の成長を牽引役

に好調を持続することが見込まれますが、東日本大震災の影響は、非常に

大きく、暫くは、国内における経済を足踏み状態にするものと思われます。

　この様な状況の中で、平成23年度からスタートした新中期経営計画の目

標に向け、諸施策を加速、完遂してまいります。

　具体的には、グローバルで生き抜く！（一人ひとりのスキル強化）をス

ローガンとして、

１．６つの加工技術を磨き上げ競争力のある部品を提供する。（成長）

２．全員参加で桁違い品質を達成し、お客様の信頼を獲得する。（品質）

３．総原価改善を徹底的にやり抜き適正利益を確保する。（コスト）

４．仕事のやり方をかえ、一人ひとりのリードタイムを短縮する。（プロ

セス／人材）

　これらの諸施策を確実に実行することで、業績および企業価値の更なる

向上を図ってまいる所存であります。

　

(5) 主要な事業内容（平成23年３月31日現在）

　当社の事業は、主に自動車の電装品用部品およびブレーキ用部品の製造

並びに販売であります。

　

(6) 主要な事業所および工場（平成23年３月31日現在）

本 社 栃木県足利市

工 場 栃木県足利市、群馬県太田市
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(7) 使用人の状況（平成23年３月31日現在）

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

295名 9名減 36.1歳 11.8年

（注）１．当事業年度末日の使用人数を記載しております。

２．使用人数には、当社から社外への出向者（４名）を除き、社外から当社への出向者（８

名）を含みます。

なお、使用人数にはパートタイマーおよびアルバイトは含んでおりません。

　

(8) 主な借入先の状況（平成23年３月31日現在）

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 横 浜 銀 行 600,000千円

株 式 会 社 東 和 銀 行 323,570千円

（注）当事業年度末日の借入金残高を記載しております。

　

(9) その他会社の現況に関する重要な事項

　特記すべき事項はありません。
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２．株式の状況（平成23年３月31日現在）

(1) 発行可能株式総数 20,000,000株

(2) 発行済株式の総数 6,000,000株

(3) 株主数 317名

(4) 大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 式 会 社 ミ ツ バ 3,186千株 53.12％

株 式 会 社 東 和 銀 行 300千株 5.00％

タ ツ ミ 取 引 先 持 株 会 261千株 4.35％

株 式 会 社 横 浜 銀 行 250千株 4.17％

タ ツ ミ 従 業 員 持 株 会 158千株 2.63％

三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 信 託 銀 行 株 式 会 社 150千株 2.50％

セ コ ム 損 害 保 険 株 式 会 社 150千株 2.50％

第 一 生 命 保 険 株 式 会 社 100千株 1.67％

浜 銀 フ ァ イ ナ ン ス 株 式 会 社 100千株 1.67％

横 浜 キ ャ ピ タ ル 株 式 会 社 86千株 1.43％

（注）持株比率は自己株式（1,787株）を控除して計算しております。

　　　　

３．新株予約権等の状況

(1) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状

況（平成23年３月31日現在）

　該当事項はありません。

　

(2) 当該事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約

権の状況

　該当事項はありません。
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４．会社役員の状況

(1) 取締役および監査役の状況（平成23年３月31日現在）

会社における地位 氏 名 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 山 本 千 秋 　

専 務 取 締 役 栃 木 正 則
生産機能統括
（生産管理・品質保証・製造）

常 務 取 締 役 岡 嶋 　 茂 技術・営業・購買統括　

取 締 役 森 田 常 夫 購買部長、営業担当、業務・経理統括

取 締 役 田 邉 　 泰 工場長、生産企画室長、生産機能担当

取 締 役 高 橋 良 和 株式会社ミツバ取締役

常 勤 監 査 役 井 上 雄 象 　

監 査 役 早 川 榮 一 　

監 査 役 三 田 賢 一

株式会社ミツバ取締役

株式会社ミツバアビリティスタッフ代表取締役社長

株式会社オフィス・アドバン代表取締役社長　

監 査 役 武 　 信 幸 株式会社ミツバ経理部長　

（注）１. 取締役高橋良和氏は、社外取締役であります。

２. 監査役早川榮一氏、三田賢一氏および武信幸氏は、社外監査役であります。

      なお、当社は、監査役早川榮一氏を株式会社大阪証券取引所の定めに基づく独立役員

として指定し、同取引所に届け出ております。　

３. 常勤監査役井上雄象氏は、長年当社の経理業務を担当し、財務および会計業務に関す

る相当程度の知見を有しております。

４. 当事業年度中の取締役および監査役の異動は次のとおりであります。

①　平成22年６月23日開催の第59回定時株主総会終結の時をもって、取締役阪上敏夫氏

は任期満了により退任いたしました。

②　平成22年６月23日開催の第59回定時株主総会終結の時をもって、監査役齋藤稔氏、

日野茂氏、松沢一彦氏は辞任により退任いたしました。
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(2) 取締役および監査役に支払った報酬等の総額

区 分 支 給 人 員 支 給 額

取 締 役
（う　 ち　社　外　取　締　役）

６名
（－名）

49,768千円
(－)

監 査 役
（う　 ち　 社　 外　 監　 査　 役）

３名
（１名）

8,340千円
（1,152千円）

合 計
（う　ち　 社　 外　 役　 員）

９名
（１名）

58,108千円
（1,152千円）

（注）１. 上記の支給人員には、第59回定時株主総会終結の時を持って退任した取締役１名およ

び監査役１名を含んでおります。

　　　２. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

　　　３. 社外取締役１名および社外監査役２名については、報酬は支払っておりません。　

　　　４. 第59回定時株主総会決議に基づき、同総会終結の時をもって退任した取締役および監

査役に対し支払った役員慰労退職金は、以下のとおりであります。

　　　　　・取締役１名に対し  2,160千円

　　　　　・監査役１名に対し    680千円　

５. 取締役の報酬限度額は、平成11年６月25日開催の第48回定時株主総会において年額

7,000万円以内と決議いただいております。

６. 監査役の報酬限度額は、平成11年６月25日開催の第48回定時株主総会において年額

3,000万円以内と決議いただいております。

７. 当事業年度において、社外取締役１名および社外監査役１名が役員を兼務する親会社

から、役員として受けた報酬の総額は4,726千円であります。　
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(3) 社外役員に関する事項

イ．他の法人等の業務執行者（または社外役員）の兼任状況および当該兼

任先と当社との関係

　・取締役高橋良和氏および監査役三田賢一氏は、株式会社ミツバの取締

役を、また、監査役武信幸氏は、同社の経理部長を兼務しております。

なお、株式会社ミツバは、当社製品の販売先であり材料の仕入先でも

あります。

ロ．当事業年度における主な活動状況

取締役　高橋　良和
当事業年度開催の全ての取締役会に出席いたしました。企業経営に
関する豊富な経験と幅広い知見を活かすとともに、親会社の立場か
ら経営全般にわたり必要な助言・提言を行っております。

監査役　早川　榮一
当事業年度開催の全ての取締役会および監査役会に出席いたしまし
た。税務の専門家としての深い経験に立脚し、経営の効率化と透明
性を図るために必要な助言・提言を行っております。

監査役　三田　賢一
当事業年度開催の全ての取締役会および監査役会に出席いたしまし
た。親会社の立場から経理および財務の長き経験と専門的見地から
必要な助言・提言を行っております。

監査役　武　　信幸
当事業年度開催の全ての取締役会および監査役会に出席いたしまし
た。親会社の立場から経営の効率化と透明性を図るために必要な助
言・提言を行っております。
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５．会計監査人の状況

(1) 名称　　　　新宿監査法人

　

(2) 報酬等の額

　 支　払　額

・当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 16,000千円

・当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 16,000千円

（注）当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基

づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当

事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

　

(3) 非監査業務の内容

　該当事項はありません。

　

(4) 会計監査人の解任または不再任の決定方針

　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当す

ると認められる場合は、監査役全員の同意により解任いたします。

　取締役会は、上記の場合のほか、会計監査人の適格性、独立性を害する

事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、監

査役会の同意を得て、または監査役会の請求により、会計監査人の解任ま

たは不再任を株主総会に提案いたします。

　

６．業務の適正を確保するための体制

　取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体

制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

は以下のとおりであります。

(1) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

　当社は、法令および当社の社内規定に基づき、情報ならびに文書等の保

存を行います。

　情報の管理については情報取扱責任者を任命するとともに、情報セキュ

リティに関するガイドラインおよび個人情報保護に関する基本方針を定め、

対応いたします。

　また、文書の保存等については、関連する法令および文書管理規定によ

り適切な管理体制を構築いたします。
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(2) 損失の危機に関する規程その他の体制

　当社はまず、専ら生産上のリスクを扱う組織として「リスクマネジメン

ト委員会」を設置し、生産企画・製造・品質保証・物流等、それぞれの観

点から必要とされる管理を行うとともに、リスクの洗い出し、対策案の実

施・監査、防災状況の監査または改善の指示等を実施いたします。

　また、生産リスク以外に発生し得る損失危機を扱う組織としては「コン

プライアンス委員会」を設置し、遵法経営の維持・確保に向けた諸施策を

展開いたします。

　さらに、これらリスクの発生時等において適時・適切な情報開示を行い、

ステークホルダーの皆様が当社の状況を適切に把握できるように努めます。

　以上の２つの委員会を当社においては「CSR会議」が統括し、その議長を

代表取締役社長が務めます。

　

(3) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　当社は、定例の取締役会を隔月１回開催し、経営上の重要な事項に対す

る意思決定と、各取締役の業務の執行状況の監督等を行います。

　取締役会の他、当社では、常勤取締役および常勤監査役が出席する役員

ミーティングを隔週に開催し、業務執行にかかわる重要事項の審議・検討

と、情報の共有化を図ります。

　また、当社は中期（３年間）および単年度の事業計画と利益目標とを策

定するとともに、各部門において、その達成のために必要とされる具体的

な施策を立案し、実行いたします。

　さらに、かかる事業計画については急激な事業環境の変化に追従すべく、

適切なタイミングでの見直しを実施いたします。

　

(4) 使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体

制

①　当社は、前述のコンプライアンス委員会にて、当社全体のコンプライ

アンス・ステイタスを把握し、社内に対して必要とされる啓蒙活動、

ならびに教育を実施してまいります。

②　また、社員の職務執行状況については監査室が内部監査を実施し、内

部牽制力を確保するとともに、必要とされる改善指示を行います。
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③　当社はさらに、内部通報者に対する制度を設け、当社の経営陣または

社員等が違法行為を発見したか、あるいはその兆候に気づいた際の相

談・通報のため、社内に内部通報者通報窓口を設けました。かかる通

報窓口に対する通報者の氏名および情報等は秘匿として扱い、かつ、

かかる通報により通報者に対して当社は不利益な行為は行いません。

④　コンプライアンス維持活動の一環として、社員一人ひとりが自主的に

「行動指針」を策定し、活動することをめざします。

　

(5) 監査役の職務を補助すべき使用人について

　当社は、前述の監査室に監査役の職務を補助する人員を配置いたします。

かかる人員の員数・配置・職責等については、監査役会と業務部が適宜協

議してこれを決めます。

　

(6) 取締役および使用人が監査役に報告するための体制

　取締役は、次の事項を知ったときは、取締役会および役員ミーティング

において、監査役に適時且つ的確に報告するものとします。

①　会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項

②　法令・定款に違反するか、またはそのおそれのある事項

③　コンプライアンス体制の運用および内部通報利用状況

④　その他、監査役がその職務執行上報告を受ける必要があると判断した

事項

　

(7) 監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　当社の常勤監査役は、監査の実効性を確保するため、取締役会および役

員ミーティングの他、経営上の意思決定や業務執行において重要と思われ

る会議に適宜出席するとともに、必要に応じ重要な書類等を閲覧または謄

写し、あるいは説明を求めます。

　また、監査役会は監査室および会計監査人からの年度監査計画の説明を

受けるとともに、期中の監査の状況、期末監査の結果等について随時説明・

報告を求めます。

　また、期中で随時受ける会計監査人からの指摘の場に、監査役ならびに

監査室が立会い、各監査意見の交換をいたします。
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７．剰余金の配当等の決定に関する方針

　当社は、将来の事業展開と経営体質強化のために必要な内部留保を図りな

がら、安定した配当の継続を基本方針としております。

また、内部留保金につきましては、財務体質の強化を図りながら、設備

投資、海外投資、研究開発活動に活用して、将来の成長へつなげていくこ

とで、株主の皆様のご支援にお応えしてまいる所存であります。

当事業年度の期末配当金につきましては、平成22年５月７日開催の取締

役会において、１株当たり３円とさせていただきましたが、当社が創立60

周年目にあたることから記念配当金として２円を上積みし、期末配当金を

５円とさせていただくことを平成23年５月９日開催の取締役会にて決議い

たしました。

　

８．会社の支配に関する基本方針

　当社は、会社の支配に関する基本方針を定めておりませんが、今後も引き

続き社会情勢等変化を注視しつつ弾力的な検討を行ってまいります。
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貸　借　対　照　表

（平成23年３月31日現在）
（単位　千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

売 掛 金

製 品

原 材 料

仕 掛 品

貯 蔵 品

未 収 入 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 装 置

車 両 運 搬 具

工 具 器 具 備 品

土 地

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

借 地 権

ソ フ ト ウ ェ ア

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

事 業 保 険

前 払 年 金 資 産

そ の 他

3,048,475

562,860

77,524

1,242,380

99,345

58,657

252,045

103,821

530,166

100,588

22,686

△1,600

2,442,429

1,355,480

584,135

42,053

616,052

607

47,664

40,361

24,605

5,911

4,892

171

847

1,081,037

772,594

24,224

267,029

17,189

流 動 負 債 2,717,594

買 掛 金 207,710

短 期 借 入 金 420,000

１ 年 内 返 済 予 定 長 期 借 入 金 519,267

未 払 金 1,403,455

未 払 消 費 税 等 7,196

未 払 配 当 金 113

未 払 費 用 21,704

資 産 除 去 債 務 156

預 り 金 4,550

賞 与 引 当 金 131,241

震 災 引 当 金 2,198

固 定 負 債 142,065

長 期 借 入 金 27,655

繰 延 税 金 負 債 114,410

負 債 合 計 2,859,659

純 資 産 の 部

株 主 資 本 2,606,417

資 本 金 715,000

資 本 剰 余 金 677,955

資 本 準 備 金 677,955

利 益 剰 余 金 1,214,029

利 益 準 備 金 60,000

その他利益剰余金 1,154,029

別 途 積 立 金 928,256

繰越利益剰余金 225,773

自 己 株 式 △567

評価・換算差額等 24,827

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 24,827

純 資 産 合 計 2,631,244

資 産 合 計 5,490,904 負 債 純 資 産 合 計 5,490,904
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損　益　計　算　書

（自　平成22年４月１日）至　平成23年３月31日
（単位　千円）

科 目 金 額

売 上 高 5,803,228

売 上 原 価 5,115,748

売 上 総 利 益 687,479

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 413,980

営 業 利 益 273,498

営 業 外 収 益 50,952

受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金 1,831

受 取 賃 貸 料 118

受 取 イ ニ シ ャ ル フ ィ 14,500

受 取 保 険 料 2,906

製 造 提 携 先 機 械 等 売 却 益 15,273

製 造 提 携 先 技 術 指 導 料 3,010

助 成 金 収 入 3,942

そ の 他 9,369

営 業 外 費 用 37,881

支 払 利 息 16,974

為 替 差 損 19,085

そ の 他 1,821

経 常 利 益 286,569

特 別 利 益 12,570

固 定 資 産 売 却 益 305

賞 与 引 当 金 戻 入 額 12,265

特 別 損 失 22,389

固 定 資 産 売 却 損 262

固 定 資 産 除 却 損 5,395

減 損 損 失 1,860

災 害 に よ る 損 失 6,852

割 増 退 職 金 6,684

そ の 他 1,334

税 引 前 当 期 純 利 益 276,751

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 73,054

法 人 税 等 調 整 額 △22,076

当 期 純 利 益 225,773
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株主資本等変動計算書

（自　平成22年４月１日）至　平成23年３月31日
　 　 　 　（単位　千円）　

　 科 目 　 金 額 　

　 株主資本 　 　　
　 資本金 　 　　
　 前期末残高 　 715,000　
　 当期変動額 　 　　
　 当期変動額合計 　 －　
　 当期末残高 　 715,000　
　 資本剰余金 　 　　
　 資本準備金 　 　　
　 前期末残高 　 677,955　
　 当期変動額 　 　　
　 当期変動額合計 　 －　
　 当期末残高 　 677,955　
　 資本剰余金合計 　 　　
　 前期末残高 　 677,955　
　 当期変動額 　 　　
　 当期変動額合計 　 －　
　 当期末残高 　 677,955　
　 利益剰余金 　 　　
　 利益準備金 　 　　
　 前期末残高 　 60,000　
　 当期変動額 　 　　
　 当期変動額合計 　 －　
　 当期末残高 　 60,000　
　 その他利益剰余金 　 　　
　 別途積立金 　 　　
　 前期末残高 　 1,050,000　
　 当期変動額 　 　　
　 別途積立金の取崩 　 △121,743　
　 当期変動額合計 　 △121,743　
　 当期末残高 　 928,256　
　 繰越利益剰余金 　 　　
　 前期末残高 　 △121,743　
　 当期変動額 　 　　
　 別途積立金の取崩 　 121,743　
　 当期純利益 　 225,773　
　 当期変動額合計 　 347,517　
　 当期末残高 　 225,773　
　 利益剰余金合計 　 　　
　 前期末残高 　 988,256　
　 当期変動額 　 　　
　 別途積立金の取崩 　 －　
　 当期純利益 　 225,773　
　 当期変動額合計 　 225,773　
　 当期末残高 　 1,214,029　
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　 　 　 　（単位　千円）　

　 科 目 　 金 額 　

　 自己株式 　 　　
　 前期末残高 　 △567　
　 当期変動額 　 　　
　 当期変動額合計 　 －　
　 当期末残高 　 △567　
　 株主資本合計 　 　　
　 前期末残高 　 2,380,643　
　 当期変動額 　 　　
　 当期純利益 　 225,773　
　 当期変動額合計 　 225,773　
　 当期末残高 　 2,606,417　
　 評価・換算差額等 　 　　
　 その他有価証券評価差額金 　 　　
　 前期末残高 　 12,088　
　 当期変動額 　 　　
　 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 　 12,738　
　 当期変動額合計 　 12,738　
　 当期末残高 　 24,827　
　 評価・換算差額等合計 　 　　
　 前期末残高 　 12,088　
　 当期変動額 　 　　
　 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 　 12,738　
　 当期変動額合計 　 12,738　
　 当期末残高 　 24,827　
　 　 　 　　
　 純資産合計 　 　　
　 前期末残高 　 2,392,732　
　 当期変動額 　 　　
　 当期純利益 　 225,773　
　 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 　 12,738　
　 当期変動額合計 　 238,512　
　 当期末残高 　 2,631,244　
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個　別　注　記　表
　

１．重要な会計方針に係る事項

(1) 有価証券の評価基準および評価方法

満期保有目的債券

償却原価法（定額法）

子会社株式および関連会社株式

移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定しております。）

時価のないもの

　移動平均法による原価法

(2) デリバティブ等の評価基準および評価方法

時価法

(3) たな卸資産の評価基準および評価方法

製品、原材料、仕掛品

総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法）

貯蔵品

終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法）

(4) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。

ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）については、定額

法を採用しております。

また、取得原価10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、一括して３年

間で均等償却する方法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物　　　　　　30年～40年

機械装置　　　　９年

②　無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、ソフトウェア（自社利用）については、社内における見込利用可能期間（５

年）に基づく定額法を採用しております。
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③　リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年

３月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理によっております。

④　長期前払費用

均等償却する方法によっております。

(5) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、為替換算差額は損

益として処理しております。

(6) 引当金の計上基準

①　貸倒引当金

売掛債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を

計上しております。

②　賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額の当事業年度負担額を

計上しております。

③　退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の

見込額に基づき計上しております。

ただし、年金資産の見込み額が退職給付債務を上回ったため、当該金額を「前払年金

資産」に計上しております。

過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）

による定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から

費用処理することとしております。

(7) ヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

振当処理の要件を満たす為替予約等については、振当処理を行っております。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

為替予約取引

ヘッジ対象

相場変動等による損失の可能性がある外貨建売上債権

③　ヘッジ方針

通常の営業過程における輸出取引の為替相場の変動によるリスクを軽減するため、為

替予約取引を行っております。
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④　ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ手段の変動の累計額とヘッジ対象の変動の累計額との比率を比較して、有効性

を判断しております。

(8) その他計算書類作成のための基本となる事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

　

(会計処理方法の変更）　

　資産除去債務に関する会計基準の適用

　当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号　平成20年

３月31日）および「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第21号　平成20年３月31日）を適用しております。

　これによる営業利益、経常利益および税引前当期純利益への影響は軽微であります。

　

２．貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産

　 建物 442,950千円

　 構築物 9,230千円

　 機械装置 202,211千円

　 土地 32,895千円

　 合計 687,287千円

上記物件は、短期借入金10,000千円の担保に供しております。

(2) 有形固定資産の減価償却累計額

　 4,832,121千円

(3) 関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。

①　短期金銭債権 379,607千円

②　短期金銭債務 29,762千円

(4) 当座貸越契約

当社は運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約を締結しており

ます。

この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

　 当座貸越極度額 900,000千円

　 借入実行残高 410,000千円

　 差引額 490,000千円
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３．損益計算書に関する注記

(1) 関係会社との取引高

①　売上高 2,629,151千円

②　仕入高 203,887千円

③　その他（出向者人件費および経費等の支払額） 102,194千円

④　営業取引以外の取引高（機械売却益等の額） 30,775千円

(2) 減損損失

当事業年度において、当社は以下の資産について減損損失を計上しました。

場所：群馬県みどり市および太田市

用途：遊休資産

種類：機械装置

事業の用に供していない当該遊休資産について、回収可能性が認められないため、帳簿

価額を備忘価額まで減額し、当該減少額を減損損失（1,860千円）として特別損失に計

上しました。

当社は、輸送用機器関連事業単一の事業セグメントにより構成されていることから、全

体を１つの資産グループとして捉え、遊休資産については、個々の資産単位でのグルー

ピングを行っております。

なお、当資産グループの回収可能額は正味売却価額により測定しております。 

　

４．株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の総数に関する事項

株 式 の 種 類
前事業年度末の
株式数（株）

当事業年度増加
株式数（株）

当事業年度減少
株式数（株）

当事業年度末の
株式数（株）

普 通 株 式 6,000,000 － － 6,000,000

　

(2) 自己株式の数に関する事項

株 式 の 種 類
前事業年度末の
株式数（株）

当事業年度増加
株式数（株）

当事業年度減少
株式数（株）

当事業年度末の
株式数（株）

普 通 株 式 1,787 ― － 1,787

　

(3) 剰余金の配当に関する事項

①　配当金支払額等

平成21年８月５日開催の取締役会にて平成22年３月31日を基準とする配当は行わない

ことを決議しており、該当事項はありません。

②　基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌期になるもの

（ 決 議 ） 株式の種類
配当金の総
額(千円）

1株当たり配
当額（円）

基 準 日 効 力 発 生 日

平成23年５月９日
取 締 役 会

普通株式 29,991 5.00 平成23年３月31日平成23年６月８日
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　(4) 当事業年度末日における新株予約権に関する事項

当社は、新株予約権の発行をしていないため該当事項はありません。

　

５．税効果に関する注記

繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

①　繰延税金資産

　 未払事業税 6,718千円

　 賞与引当金 53,074千円

　 社会保険料 7,370千円

　 共済会積立金 7,781千円

　 たな卸資産評価損 13,698千円

　 貯蔵品評価損 10,352千円

　 貸倒引当金 647千円

　 震災引当金 888千円

　 固定資産評価損 2,056千円

　 固定資産減損損失 8,376千円

　 会員券評価損 465千円

　 その他 56千円

　 小計 111,486千円

　 評価性引当金 △465千円

　 計 111,021千円

　

②　繰延税金負債

　 退職給付引当金 △107,986千円

　 その他有価証券評価差額金 △16,857千円

　 計 △124,843千円

　

　 繰延税金負債の純額 △13,822千円

　

（注）繰延税金負債の純額の内訳は次のとおりです。

　 繰延税金資産（流動） 100,588千円

　 繰延税金負債（固定） 114,410千円
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６．リースにより使用する固定資産に関する注記

(1) ファイナンス・リース取引（借主側）

所有権移転外ファイナンス・リース取引

(ｱ) リース資産の内容

・有形固定資産

自動車の電装品用部品およびブレーキ用部品の製造用機械装置であります。

・無形固定資産

ソフトウェアであります。

(ｲ) リース資産の減価償却の方法

重要な会計方針に係る事項「(4) 固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであり

ます。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年

３月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理によっており、その内容は以下のとおりであります。
　
①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額および期

末残高相当額

　 取得価額相当額(千円) 減価償却累計額相当額(千円) 期末残高相当額(千円)

機 械 装 置 788,687 396,208 392,478

車 両 運 搬 具 10,315 8,683 1,632

工 具 器 具 備 品 12,805 9,568 3,236

計 811,808 414,460 397,347

②　未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

　 １年内 101,760千円

　 １年超 313,340千円

　 計 415,100千円
　
③　支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額およ

び減損損失

　 支払リース料 129,863千円

　 減価償却費相当額 101,530千円

　 支払利息相当額 17,546千円
　
④　減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

⑤　利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配

分方法については、利息法によっております。
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(2) オペレーティング・リース取引

未経過リース料

　 １年内 51,852千円　

　 １年超 75,130千円　

　 計 126,983千円　

　（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありません。

　

７．金融商品に関する注記

金融商品の状況および時価等に関して、重要性が乏しいため注記を省略しております。

　

８．持分法損益等に関する注記　

関連会社に対する投資の金額   653,063千円

持分法を適用した場合の投資の金額   295,987千円

持分法を適用した場合の投資利益の金額  38千円

　

９．関連当事者との取引に関する注記

親会社および法人主要株主等

属性 会社名 住所
資本金
（千円） 事業の内容

議決権等
の被所有

割合
(％)

関　係　内　容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社 ㈱ミツバ
群 馬 県
桐 生 市

9,885,337
自動車用
電装品の
製造販売

直接53.1
間接　－

兼任　2
被転籍5

電装品用
部品の販
売、材料
の仕入

営
業
取
引

当社製品
の販売

2,528,240 売掛金 227,290

材料の仕
入

203,887 買掛金 21,784

　

子会社等

属性 会社名 住所
資本金

(千米国ドル) 事業の内容
議決権等の
所有割合
(％)

関　係　内　容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

関連
会社

コルポラシ
オン・ミツ
バ・デ・メ
ヒ コ ・ エ
ス・エー・
デ・シー・
ブイ

メキシ
コ・ヌ
エボレ
オン州

22,500
自動車用
部品の製
造 販 売

直接20.8
間接　－

兼任1

自動車用
部品およ
び工具等
の販売

営
業
取
引

当社製品
および機
械工具等
の販売

290,607
売掛金
及び未
収入金

145,962
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兄弟会社等

属性 会社名 住所
資本金
（千円） 事業の内容

議決権等の
所有割合
（％）

関　係　内　容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社
の子会
社

㈱オフィ
ス・アド
バン

群 馬 県
桐 生 市

50,000 業務代行
直接　－
間接　－

兼任2
ファクタ
リング取
引

営
業
取
引

ファクタ
リング取
引等

2,465,515
未 収
入 金

413,799

3,066,907 未払金 1,073,725

（注）１．取引金額には、消費税等を含んでおりません。

２．期末残高には、消費税等を含んでおります。

３．取引価格等の条件は、他の取引先と同一であります。

　

10．１株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額 438.67円

１株当たり当期純利益 37.64円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載

しておりません。

（注）１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

純資産の部の合計額（千円） 2,631,244

純資産の部の合計額から控除する額（千円） －

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 2,631,244

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数
（株）

5,998,213

（注）１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

当期純利益（千円） 225,773

普通株主に帰属しない金額（千円） －

（うち利益処分による役員賞与金） （－）

普通株式に係る当期純利益（千円） 225,773

期中平均株式数（株） 5,998,213

　

11．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

　

12．連結配当規制適用会社に関する注記

該当事項はありません。

　

13．その他の注記

該当事項はありません。
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計算書類に係る会計監査報告

　 独立監査人の監査報告書 　

　 平成23年５月６日　

　株式会社タツミ 　

　 取締役会　御中 　

　 新 宿 監 査 法 人 　

　

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 田 中 信 行 

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 橋 本 喜 一 
　

　　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社タツ

ミの平成22年４月１日から平成23年３月31日までの第60期事業年度の計算書

類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注

記表並びにその附属明細書について監査を行った。この計算書類及びその附

属明細書の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から計

算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属

明細書に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求め

ている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及び

その適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体として

の計算書類及びその附属明細書の表示を検討することを含んでいる。当監査

法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して

いる。

　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一

般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びそ

の附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において

適正に表示しているものと認める。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

　 監　査　報　告　書 　

　　当監査役会は、平成22年４月１日から平成23年３月31日までの第60期事業

年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づ

き、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

　１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実

施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人から

その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、

職務の分担等に従い、取締役、監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、

情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要

な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報

告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及

び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、

事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合する

ことを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために

必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の

整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体

制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び

運営の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見

を表明いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告

及びその附属明細書について検討いたしました。

　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施し

ているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状

況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査

人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社

計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平

成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、

必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係

る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注

記表）及びその附属明細書について検討いたしました。
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２．監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

一　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況

を正しく示しているものと認めます。

二　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違

反する重大な事実は認められません。

三　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認め

ます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及

び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められませ

ん。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人新宿監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めま

す。

３．後発事象

　該当事項はありません。

　

　平成23年５月９日 　

　 株 式 会 社 タ ツ ミ 　 監 査 役 会 　

　

監査役(常勤) 井 上 雄 象 

監 査 役 早 川 榮 一 

監 査 役 三 田 賢 一 

監 査 役 武 　 信 幸 
　

　

　
（注）監査役早川榮一、三田賢一及び武信幸は、会社法第２条第16号及び第

335条第３項に定める社外監査役であります。
　

以　上



　

　
　 株主メモ 　 　
　 　 　
　 　

事 業 年 度 ４月１日から翌年３月31日

配 当 金 受 領
株 主 確 定 日

３月31日

なお、中間配当を実施するときの株主確定日は９

月30日

定 時 株 主 総 会 毎年６月に開催

株 主 名 簿 管 理 人 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 信 託 銀 行 株 式 会 社

特別口座の口座管理機関 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 信 託 銀 行 株 式 会 社

同 連 絡 先 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部

〒137-8081

東 京 都 江 東 区 東 砂 七 丁 目 1 0 番 1 1 号

電話　0 1 2 0 - 2 3 2 - 7 1 1 (フリーダイヤル)

上 場 証 券 取 引 所 大阪証券取引所

公 告 の 方 法 電子公告とします。

公告掲載ＵＲＬ

http://www.tatsumi-ta.co.jp/

（ただし、電子公告によることができない事故、

その他やむを得ない事由が生じたときは、日本

経済新聞に公告いたします。）

　

（ご注意）

１．株券電子化に伴い、株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつき

ましては、原則、口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）で承る

こととなっております。口座を開設されている証券会社等にお問い合わせく

ださい。株主名簿管理人（三菱ＵＦＪ信託銀行）ではお取り扱いできません

のでご注意ください。

２．特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱ＵＦ

Ｊ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記特別口座の口座管理

機関（三菱ＵＦＪ信託銀行）にお問い合わせください。なお、三菱ＵＦＪ信

託銀行全国各支店にてもお取次ぎいたします。

３．未受領の配当金につきましては、三菱ＵＦＪ信託銀行本支店でお支払いいた

します。


